
 

 

 

 

 

令和元年 11 月 1 日 

 

中国人向けモバイル決済サービスの取扱開始について  

 

時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。  

平素は、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（社長 大同一生）では、本年３

月から取り扱いを開始した「海の京都ＤＭＯクレジットカード包括代理加盟店制度」の決

済ブランドに、中国人向けモバイル決済サービスの WeChatPay（微信支付）及び Alipay

（支付宝）を追加し、海の京都エリアでのインバウンド向けキャッシュレス環境の整備を

進めていくこととしましたのでお知らせいたします。  

 

記 

１．提携事業者  

   ビリングシステム株式会社（http://www.billingsystem.co.jp/） 

      （注）同社は、WeChatPay（微信支付）及び Alipay（支付宝）の日本国内での業  

      務提携先である。  

 

２．取扱開始日 

   令和元年 11 月 1 日（金） 

 

３．海の京都ＤＭＯクレジットカード包括代理加盟店制度の取扱決済ブランド  

   取扱決済ブランドは次の通りとなります。  

  ＜クレジットカード＞VISA、Master、DC、MUFG、NICOS、JCB、Diners、 

            American Express 、DISCOVER、銀聯 

  ＜電子マネー＞   交通系電子マネー（Pitapa 除く） 

            iD、QUICPay、Edy、WAON、nanaco 

  ＜デビットカード＞ J-Debit 

  ＜スマホ決済＞   WeChatPay（微信支付）、Alipay（支付宝） 

             

          

海の京都 DMO 

一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社  

報道発表 

Kyoto by the Sea Destination Management Marketing Organization 

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社  

 （通称：海の京都ＤＭＯ） 担当：山口 

 Tel 0772-68-5055／FAX   0772-68-5056 

 e-mail:y-yamaguchi@uminokyoto.jp 

 

http://www.billingsystem.co.jp/

